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令和５年度西条市健全化判断比率及び資金不足比率に係る 

審査意見の提出について 

 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１項並びに西

条市監査基準第２条第１項第７号の規定により、審査に付された令和５年度西条市健全化判

断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査した結果、

次のとおり意見を提出する｡ 
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令和５年度  西条市健全化判断比率審査意見 

 

第１ 審査の対象 

   令和５年度決算に基づく実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来 

負担比率（以下「健全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記載 

した書類 

 

第２ 審査の期間 

   令和６年７月１９日から令和６年８月１６日まで 

 

第３ 審査の着眼点 

市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が 

法令に適合し、かつ、正確に作成されているか。 

 

第４ 審査の実施内容 

   総務省作成の「地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率及び資金不足比率 

に関するチェックポイント」により、健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載し 

た書類と、各関係帳簿及び証拠書類とを照合調査し、計数の正確性、予算執行状況の適 

否について審査を行った。 

 

第５ 審査の結果 

審査に付された下記健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、 

いずれも適正に作成されているものと認められた。また、その比率についても全て基準 

値内にあり、健全性を保っていると認められた。 

 

 

                   記 

                                （単位：％、ポイント） 

健全化判断比率 令和５年度 令和４年度 増 減 
早期健全化

基   準 

財政再生 

基  準 

① 実 質 赤 字 比 率    －    －   － 11.84 20.00 

②連結実質赤字比率    －    －   － 16.84 30.00 

③実質公債費比率 7.6 7.1 0.5 25.0 35.0 

④ 将 来 負 担 比 率 49.8 51.4 △1.6 350.0  

※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合は、各比率を｢－｣と表示している。 
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第６ 審査の概要 

① 実質赤字比率 

     実質赤字比率は、一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率であ

る。  

当年度決算における実質赤字額は生じていないため、実質赤字比率は「－」（実質赤 

字なし）となっている。 

    算定式  

実質赤字比率 ＝ 
一般会計等の実質赤字額  

標準財政規模 

 

    ② 連結実質赤字比率 

      連結実質赤字比率は、全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政

規模に対する比率である。 

当年度決算における連結実質赤字額は生じていないため、連結実質赤字比率は「－」 

（連結実質赤字なし）となっている。 

    算定式  

連結実質赤字比率 ＝ 
連結実質赤字額  

標準財政規模 

     

    ③ 実質公債費比率 

     実質公債費比率は、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規

模に対する比率の３か年平均値である。 

     当年度決算における比率は 7.6％で、前年度に比べ 0.5 ポイント高くなっているもの

の、早期健全化基準の 25.0％と比較するとこれを下回っている。 

また、地方債の発行に際し許可が必要となる基準 18.0％も下回っている。 

    算定式  

実質公債費比率 

（3 か年平均） 
＝ 

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋ 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

 

標準財政規模－(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政

需要額算入額) 

     

 ④ 将来負担比率 

     将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する

比率である。 

     当年度決算における比率は 49.8％で、前年度に比べ 1.6 ポイント低くなっており、

早期健全化基準の 350.0％と比較するとこれを下回っている。 

    算定式  

将来負担比率  ＝ 

将来負担額－(充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現

在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 

 

標準財政規模－(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政

需要額算入額) 
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令和５年度  西条市資金不足比率審査意見 

第１ 審査の対象 

   令和５年度の公営企業における資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載し 

た書類 

 

第２ 審査の期間 

令和６年７月１９日から令和６年８月１６日まで 

 

第３ 審査の着眼点 

市長から提出された公営企業における資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を 

記載した書類が法令に適合し、かつ、正確に作成されているか。 

 

第４ 審査の実施内容 

   総務省作成の「地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率及び資金不足比率 

に関するチェックポイント」により、資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した 

書類と、各関係帳簿及び証拠書類とを照合調査し、計数の正確性、予算執行状況の適否 

について審査を行った。 

 

第５ 審査の結果 

審査に付された下記公営企業における資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を 

記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。 

  

記 

（単位：％、ポイント） 

会   計  名 
資 金 不 足 比 率 

増 減 
経営健全化

基   準 令和５年度 令和４年度 

港湾上屋事業特別会計 － － － 

20.0 

小松地域交流事業特別会計 － － － 

本谷温泉事業特別会計 － － － 

公 共 下 水 道 事 業 会 計 － － － 

水 道 事 業 会 計 － － － 

病 院 事 業 会 計 － － － 

※ 資金不足額がない場合は、資金不足比率を｢－｣と表示している。 
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第６ 審査の概要 

資金不足比率は、資金の不足額がある企業について、その不足額が事業の規模に対してど 

の程度あるかを示すものである。 

当年度決算においては、いずれの会計も資金不足は生じていないため、資金不足比率は 

「－」（資金不足なし）となっている。 

算定式  

資金不足比率 ＝ 
資金の不足額  

事業の規模 

 

【参考資料】西条市の会計区分等と健全化判断比率及び資金不足比率の対象 

 

会計区分 各比率対象区分 

一
般
会
計
等 

一 般 会 計      

一般会計等

に属する特

別会計 

ひうち地域振興整備事業特別会計      

畑地かん水事業特別会計 

公
営
事
業
会
計 

一般会計等以

外の特別会計

のうち公営企

業に係る特別

会計以外の会

計 

国民健康保険特別会計      

介護保険特別会計 

後期高齢者医療保険特別会計 

 

公
営
企
業
会
計 

公

営

企

業 

に

係

る

会

計 

法
適
用
企
業 

公共下水道事業会計      

水道事業会計 

病院事業会計 

法
非
適
用
企
業 

港湾上屋事業特別会計 

小松地域交流事業特別会計 

本谷温泉事業特別会計 

一部事務組合・広域連合      

愛媛地方税滞納整理機構     愛媛県市町総合事務組合 
愛媛県後期高齢者医療広域連合 

地方公社・第三セクター等      

西条市土地開発公社 

実
質
赤
字
比
率 

 

連 

結 

実 

質 

赤 

字 

比 

率 

資 

金 

不 

足 

比 

率 

実 

質 

公 

債 

費 

比 

率 

将 

来 

負 

担 

比 

率 



 

 

 


